
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物愛護管理基本指針の点検結果 
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動物愛護管理法の認知度 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

動物愛護管理法の主な規定の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昭和 61 年～平成 15 年、22 年 内閣府調べ（世論調査）  ○平成 20～24 年 環境省調べ 

動物愛護管理法の一般認知度 

○ 現時点で、国民の約 60％が動物愛護管理法を認知しているが、内容まで知って

いるのは約 21％にとどまる（インターネット調査）。 
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犬の不妊去勢措置の実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猫の不妊去勢措置の実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昭和 54 年～平成 15 年、22 年 内閣府調べ（世論調査）  ○平成 20～24 年 環境省調べ

○ 犬の不妊去勢措置の実施率は増加する傾向で推移し、現在約 48%である（イン

ターネット調査）。 

○ 猫の不妊去勢措置の実施率は増加する傾向で推移し、現在約 93%である（イン

ターネット調査）。 

犬・猫の不妊去勢措置 
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平成17年度以前の犬の引取り数は、狂犬病予防法に基づく抑留を勘案した推計値
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平成17年度以前の犬の引取り数は、狂犬病予防法に基づく抑留を勘案した推計値

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昭和 49 年度～平成 10 年度 総理府調べ  ○平成 11 年度～平成 23 年度 環境省調べ 

全国の犬・猫の引取り数の推移 

○ 犬・猫の引取り数は、平成 16 年度と比べ約 47％減少（H23 年度 約 22.1 万頭）。 

○ 犬・猫の返還・譲渡数は、平成 16年度と比べ約 60％増加（H23 年度 約 4.7 万頭）。 

○ 犬・猫の殺処分数は、平成 16 年度と比べ約 56％減少（H23 年度 約 17.5 万頭）。 

犬・猫の引取り、返還・譲渡 
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平成17年度以前の犬の引取り数は、狂犬病予防法に基づく抑留を勘案した推計値

全国の犬・猫の殺処分数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昭和 49 年度～平成 10 年度 総理府調べ  ○平成 11 年度～平成 23 年度 環境省調べ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

犬・猫の所有明示措置の実施率      犬・猫の所有明示措置の方法 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○平成 15、22 年 内閣府調べ（世論調査）  ○平成 20～24 年 環境省調べ 

 

 

 

 

 

    ○業種別登録状況（のべ数）             ○動物取扱業総施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬・猫の所有明示（個体識別）措置 

 
○ 犬・猫の所有明示措置の実施率は、近年横ばい傾向にあり、現在、犬で約 55%、

猫で約 38％（インターネット調査）。 

動物取扱業の登録状況 

○ 動物取扱業の施設数は、登録制度が導入されてから約 2倍に増加（平成 24 年 4

月 1 日現在で約 40 千件）。 
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○動物取扱業者（ペット販売店舗における、平成 23 年度郵送アンケート、621 店舗で販売した

動物 1,150 頭ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前説明の長さ 

○動物取扱業者（ペット販売店舗における、平成 23 年度郵送アンケート、621 店舗で販売した動

物 1,150 頭ベース） 

  ＊全数は「文書と口頭で説明を行った」n=927、「口頭のみで説明を行った」n=103 の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物販売における事前説明 

 
○ ペット購入時の事前説明（口頭と文書による説明）の実施率は、ペット販売

店舗では約 81％であった。 
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動物愛護推進員の委嘱状況        動物愛護推進員の委嘱状況 
    （都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象は都道府県、政令市、中核市 (107 自治体)  

 

    動物愛護推進協議会の設置状況     動物愛護推進協議会の設置状況 

（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象は都道府県、政令市、中核市(107 自治体) 

○環境省調べ 

 

動物愛護推進員と動物愛護推進協議会 

○ 動物愛護推進員の委嘱数は年々増加し、60 自治体（37 都道府県、23 政令市・

中核市）で約 2,900 人が委嘱されている。 

○ 動物愛護推進協議会の設置数は年々増加し、49 の協議会（35 都道府県、14 政

令市・中核市）が設置されている。 
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の設置数
参画自治体数

自治体数
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